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(57)【要約】
【課題】電気を使用しないために電気の省エネに適し、
電気機器を使用しないために安価に装備できる電気自動
車の警戒音発生装置を提供する。
【解決手段】電気自動車にその走行中の風圧を受ける箇
所において設けられ、その箇所における風圧で回転する
風車を装備してなり、風車の駆動により音を発生させ歩
行者等に近接の注意をその音で発信する警戒音発生装置
であって、風車による回転軸の外周に１以上のピンを突
設する一方、該回転軸を中心とする囲みにピンが触れる
ことにより振動して音を発生する１以上の振鳴片を突設
した。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気自動車にその走行中の風圧を受ける箇所において設けられ、その箇所における風圧
で回転する風車を装備してなり、風車の駆動により音を発生させ歩行者等に近接の注意を
その音で発信する警戒音発生装置であって、風車による回転軸の外周に１以上のピンを突
設する一方、該回転軸を中心とする囲みにピンが触れることにより振動して音を発生する
１以上の振鳴片を突設したことを特徴とする電気自動車の警戒音発生装置。
【請求項２】
　電気自動車の屋根又はボンネット上に張りつける吸着盤に、風車が納まる開放ケースを
突設し、開放ケースの中央部に風車の回転軸が中心軸として通しとなる発信ケースを設け
、発信ケース内において、回転軸に前記ピンが突設された軸部筒を着脱可能に固定して嵌
め込み、発信ケースの内側には前記振鳴片が突設された囲みを着脱可能に固定して嵌め込
んだことを特徴とする請求項１記載の電気自動車の警戒音発生装置。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エンジン音のない静かな電気自動車に歩行者等が注意するように装備され
る電気自動車の警戒音発生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車は、モーターの動力により静かに走行するために用心されることがなく安全
性に問題があり、歩行者が電気自動車の近づいてくるのに気がつかないことから、危険を
避けるタイミングを失い交通事故を招きやすい。道路を歩行中や横断中、車から下りた時
等には、歩行者は、現在の道路状況では近づくエンジン音により自動車に気がつくが、将
来、電気自動車が普及すると、この聴覚では危険が防止できなくなる。この危険を防止す
るために、従来、電気自動車に警戒音或いはダミー音の発生装置を装備する提案がなされ
る（下記特許文献）。
【０００３】
　従来の電気自動車の警戒音発生装置は、スピーカーにより歩行者に対する警戒音ないし
ダミー音を発生するようにしたもので、その切り替えについては、手動による他に、走行
状態を検出してオン／オフさせるようになされる。また、高速道路では、カーナビで又は
高速を検出して自動的にオフとなるように省エネを図る提案もなされる。
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【特許文献１】特開２００２－２３８１０１号
【特許文献２】特開２０００－１６８４３９号
【特許文献３】特開平１１－２７８１０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような従来の電気自動車の警戒音発生装置によれば、スピーカーから警戒音を発
生するために電気が必要であるために、走行の動力にバッテリーの限られた蓄電を利用す
る電気自動車としては、電気の省エネに反するばかりでなく、電気回路が複雑になり、ま
た、装置をオン／オフさせる電気回路のために高価な部品を多用し、殊に、高速道路で音
の発生を中止するように省エネを図ったときには、さらに装備がコスト高となるという問
題があった。
【０００５】
　この発明は、上記のような実情に鑑みて、電気を使用しないために電気の省エネに適し
、電気機器を使用しないために安価に装備できる電気自動車の警戒音発生装置を提供する
ことを課題とした。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、この発明は、電気自動車にその走行中の風圧を受ける箇
所において設けられ、その箇所における風圧で回転する風車を装備してなり、風車の駆動
により音を発生させ歩行者等に近接の注意をその音で発信する警戒音発生装置であって、
風車による回転軸の外周に１以上のピンを突設する一方、該回転軸を中心とする囲みにピ
ンが触れることにより振動して音を発生する１以上の振鳴片を突設したことを特徴とする
電気自動車の警戒音発生装置を構成した。
【０００７】
　電気自動車の警戒音発生装置を上記のように構成したから、電気自動車を発進させて風
圧を受けると、その風圧で風車の回転軸が回転することにより、回転軸の周囲に突設され
たピンが周囲の振動片に触れて振動音が連続して発し、それを歩行者等に注意するように
警戒音として発信される。
【０００８】
　警戒音の旋律は、ピンの数、長短、太さ等により異なり、また、振動片の数や長短、厚
み等によっても違いが生じる。そして、それらの組み合わせにより温和、過激、癒し、ロ
マン等を感じさせるよう無限の選択が可能であり、それらの条件により多様な警戒音の設
定が可能である。また、請求項２の如くに、軸部筒と囲みとを取り替えることにより、ユ
ーザーにおいてもその変更を可能に構成できる。なお、エンジン音に似たダミー音の発生
も可能である。
【０００９】
　電気自動車の警戒音発生装置の装備箇所としては、後記実施形態では屋根Ａやボンネッ
トＢの上の場合の構造を示したが、主要部（請求項１参照）を同じように構成することに
より、ボンネットの裏側Ｃや、フロントバンパの裏側Ｄに装備することもできる。なお、
この場合には、電気自動車に警戒音発生装置への空気取入れ口を設ける必要がある。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、この発明によれば、歩行者に注意を促す警戒音を発信するために
走行中の風力を利用することから、バッテリーに蓄電される貴重な電気を消耗しなく省エ
ネに適し、また、電気自動車自体の電気回路との関係で回路の複雑化を招くとこがなく、
高価な電気機器を使用しないために安価に装備でき、さらに、発信音の音質を警戒に適す
るように、また、ドライバーや歩行者に気持ち良く受け入れやすいようにと、多様に旋律
を設定することも可能であるという優れた効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　図面は一実施の形態を示したもので、その電気自動車の警戒音発生装は、電気自動車の
屋根Ａ又はボンネットＢの上に設置するものとして、屋根Ａの上に固定する吸着盤１を基
板として、それに走行中に受ける風力ないし自然風で回転する風車３と、風車３の回転力
で駆動される旋律装置５とを具備し、風車３が風を取り入れる円形の開放ケース７に内装
され、その上の中央部に、旋律装置５が内装される発信ケース９を設けて構成される。
【００１２】
　吸着盤１は、屋根Ａの上に張りつける円形、楕円形、矩形、多角形等の柔軟なゴム質の
板状である。吸着手段については、吸着盤１全体をプラスチック磁石で成形するか、若し
くは下面１０に粘着剤が塗布される。また、風車３等を装備するために、中央部に開放ケ
ース７の下端が納まる窪み１１を広く形成される。
【００１３】
　風車３等の装備については、吸着盤１の中心に、開放ケース７と発信ケース９とに通し
に回転軸１３が立設され、上下ベアリング１５，１６により支持される。その回転軸１３
の下半部には風車３が一体に取り付けられることにより開放ケース７に納まっている。
【００１４】
　風車３は、回転軸１３に嵌まるボス１７に多数の羽根１９，１９，・・が放射状に突設
され、各羽根１９には一面に口開きに湾曲して風受け２１が形成される。回転軸１３が羽
根１９，１９，・・と一体に回転する手段としては種々あるが、この場合は、押すねじ２
３によりボス１７が回転軸１３に固定される。
【００１５】
　開放ケース７は、底円板２５と天円板２７との間の周囲に風通し２９を設けたもので、
風通し２９は、上下リング３１，３３の間に傾斜板桟３５，３５，・・を介在させてあっ
て、傾斜板桟３５が風受け２１に風（矢印Ｗ）を誘導するように傾斜している。
【００１６】
　旋律装置５は、回転軸１３の上半部に軸部筒３７を嵌着し、発信ケース９の内側に円筒
形の囲み３９を嵌着し、囲み３９の内面に複数の振鳴片４１，４１，・・を突設し、軸部
筒３７の周囲には振鳴片４１に触れる複数のピン４３が突設してある。そこで、風車３に
より回転軸１３が回転すると、ピン４３，４３，・・が振鳴片４１に触れて旋律が奏でら
れる。旋律は、各振鳴片４１，４１，・・の長短、厚み等の形状の他に、ピン４３，４３
，・・と振鳴片４１，４１，・・との触れる関係等により様々となるが、これをユーザー
が好みの旋律に変え得るように、軸部筒３７と囲み３９とは取り替え可能となっている。
４５，４７は、軸部筒３７、囲み３９をそれぞれ固定するネジである。
【００１７】
　旋律装置５の発信ケース９は、円形のハット形であって下端の鍔４５を開放ケース７の
天円板２７にビス５０により止められる。旋律を変更する時には、発信ケース９を一旦外
して、軸部筒３７と囲み３９とを容易に取り替えることができる。また、囲み３９と発信
ケース９には、旋律が外に発信されやすく通音穴４９，４９．・・が明けられている。
【００１８】
　なお、警戒音発生装置Ｐをオフの状態にする手段を設けることもある。その手段として
は、例えば、開放ケース７を封じるためいそれに被せるキャップを付属品として具備する
、回転軸１３を回転不能にするロック装置を装備する、等が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明に係る電気自動車の警戒音発生装置を屋根に設けた状態を示す斜視図で
ある。
【図２】同警戒音発生装置の使用状態を示す電気自動車の側面図である。
【図３】同警戒音発生装置を示す平面から見た断面図である。
【図４】同警戒音発生装置を示す正面から見た断面図である。
【符号の説明】
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【００２０】
　１　吸着盤
　３　風車
　７　開放ケース
　９　発信ケース
　１３　回転軸
　３７　軸部筒
　３９　囲み
　４１　振鳴片
　４３　ピン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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